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第１章 総則 

  本マニュアルは、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成１３年１１月２８

日内閣総理大臣決定）及び「独立行政法人交通安全環境研究所研究管理規程」（平成

１３年１２月２８日研究所規程第７３号）に基づき、所外の有識者からなる研究評価

委員会が行う独立行政法人交通安全環境研究所の研究課題に関する評価についてと

りまとめたものである。 

 
第２章 研究評価委員会による評価の方法 

２－１ 評価対象となる研究課題 

国費である運営費交付金により交通安全環境研究所が自主的に計画を定めて実施

する研究課題を評価の対象とする。具体的には、以下に掲げるものとする。 

２－１－１ 特別研究 

交通安全環境研究所の設置目的に照らし、特に重点的又は緊急的に行う必要があ

る研究である。運営費交付金の特別研究費により実施され、翌年度の研究内容につ

いて、予算要求に係る手続きの中で事前に財務省及び国土交通省に説明することが

求められる。 

２－１－２ 経常研究 

交通安全環境研究所の所掌業務における基礎又は応用研究であり、「研究官の発

意」を尊重して行われ、運営費交付金の経常研究費により実施される。特別研究と

異なり、翌年度の研究内容について、翌年度予算要求に係る手続きの中で財務省等

に事前に説明することは求められない。 

 
２－２ 評価の種類及び実施時期 

評価は、下表の左欄に掲げる事前評価、中間評価及び事後評価とし、それぞれ同表

の右欄の時期に実施する。 

事前評価 新規の特別研究又は経常研究の課題を選定する場合、その最終決

定を行う前に実施する。なお、特別研究については、翌年度の概

算要求手続きが始まる前にも、予備的に実施する。 

中間評価 ５年以上の実施期間を予定している特別研究又は経常研究につい

て、その３年目が終了した翌年度に実施する。 

事後評価 終了した特別研究又は経常研究について、終了年度の翌年度に実

施する。 



 
２－３ 評価用プロファイルの作成 

  評価の対象となる研究課題の実施者（以下「研究実施者」という。）は、研究評価

委員会の開催に先立って研究開発の概要等を記した評価用プロファイルを作成する。

同プロファイルの様式は、事前評価にあっては様式１、中間評価にあっては様式３、

事後評価にあっては様式５を用いるものとする。 

 
２－４ 評価の実施 

  研究実施者は、研究評価委員会において委員に対し評価対象の研究課題毎に、その

目的、内容等について簡潔に説明する。説明の後、各委員に研究課題毎に別添の「研

究課題評価シートの記載方法」を参考に、評価表への記入をお願いする。評価表への

記入は、原則として委員会開催中に終えるものとする。 

 評価表の様式は、事前評価にあっては様式２、中間評価にあっては様式４、事後評

価にあっては様式６を用いるものとする。 

 
２－５ 評価結果の集計 

  各委員から提出された評価表は、研究課題毎に集計を行う。集計方法は、各評価項

目毎に評価結果を集計することにより行う。 

 
第３章 評価結果の取扱い 

３－１ 評価結果の活用 

  評価結果は最大限尊重し、研究計画の修正、研究内容の変更等に活用する。特に、

事前評価の結果は適切な方法により定量的に判断し、新規研究課題の採否等を決める

場合の参考資料として使用できるものとする。 

 
３－２ 報告書 

  評価結果の集計後、各評価項目毎の集計結果をベースにそれらの概要をとりまとめ

た報告書を作成する。報告書の作成にあたっては、研究評価委員会の委員長の了解を

とるものとする。 

 
３－３ 評価結果の公表 

  評価結果については、その要約をインターネットを用いて公表する。公表の期間は

評価結果とりまとめ後６ヶ月とする。公表にあたっては、個人情報や企業秘密の保護、

知的財産権の取得、学会等への発表等へのインセンティブを失わせないよう十分注意

する。 


